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「福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 精神医療センター太宰府病院における指定管理者による管理の適正化を図るため、「精

神医療センター太宰府病院運営評価委員会」（以下「評価委員会」という。）を設置し、良

質な精神医療の提供及び経営健全化について客観的な外部評価を実施する。 

 

（組織） 

第２条 評価委員会は７人の委員をもって組織する。 

２ 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会議を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（評価委員会の業務） 

第３条 評価委員会は、次の業務を行う。 

（１）  評価委員会は、評価方法及び内容を協議、決定する。 

（２）  評価委員会は、精神医療センター太宰府病院の医療機能及び経営に関する事項に   

ついて評価し、その結果に基づき「運営評価報告書」を作成する。 

（３） 評価委員会は、「運営評価報告書」をもって評価結果を保健医療介護部長に報告する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
３ 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が任命されるまでの間は、引き続きその職

務を行う。 

 

（委員の責務） 

第５条 委員は、評価委員会の業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（評価委員会の開催） 

第６条 評価委員会は、委員長が招集する。 

 

（事務局） 

第７条 評価委員会の事務を処理するため、福岡県保健医療介護部健康増進課に事務局を置く。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営について必要な事項は、別途、協議

の上、定める。  

  
 附 則 

 この要綱は、平成１７年１１月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月 ５日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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